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 「群馬県立県民健康科学大学 マルチメディア教室コンピュータシステム賃貸借」に係る条

件付き一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるもの

とする。 

 

１ 入札公告日   令和７年５月２３日（金） 

 

２ 入札執行者   群馬県公立大学法人 理事長 髙田 邦昭 

 

３ 契約担当係   〒３７１－００５２ 

群馬県前橋市上沖町３２３－１ 

群馬県立県民健康科学大学事務局学生図書企画係 

電 話 ０２７－２３５－１２１１ 

    （係直通：０２７－２３５－１３３２） 

 

４ 入札に付する事項 

（１）件名及び調達物品の数量  

群馬県立県民健康科学大学 マルチメディア教室コンピュータシステム賃貸借 

クライアントコンピュータ一式、環境復元ソフトウェア一式など 
（詳細はマルチメディア教室コンピュータシステム賃貸借仕様書のとおり） 

（２）調達物品の仕様等 

入札説明書及びマルチメディア教室コンピュータシステム賃貸借仕様書のとおり。 

（３）契約期間 

契約締結日から令和１２年９月３０日まで 

（４）借入期間 

令和７年１０月１日から令和１２年９月３０日まで 

（５）調達物品納入期限 

令和７年９月３０日 

（６）履行場所 

群馬県立県民健康科学大学（前橋市上沖町３２３－１） 

（７）入札方法 

   上記(1)の件名に対し入札に付する。 

   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の１００分の１０に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金

額を入札書に記載すること。 

 

５ 入札参加資格 

  次に掲げる要件を満たす者であること。 

（１）群馬県公立大学法人契約事務取扱規程（群馬県公立大学法人規程第２６号。以下「規

程」という。）第３条第１項の規定に該当しない者であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき、更生手続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てを
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していない者であること。ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障が

ないと認められる者は、この限りでない。 

（３）群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の

２第３項の規定により作成された令和６・７年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資

格者名簿」という。）に登載されている者であること。 

   なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９

０条の２の規定により、令和７年６月１３日（金）までに群馬県会計局会計管理課に競

争入札参加資格審査申請を行い、同年７月３日（木）午後５時までに資格者名簿の登録

を確認し、群馬県立県民健康科学大学へその旨を連絡すること。 

（４）本件入札公告の日から入札日までの間において、規程第３条第２項の規定による入札

参加制限を受けていない者であること。 

（５）入札日において、群馬県の物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定

による指名停止を受けていない者であること。 

（６）調達物品の仕様等に基づき、確実に調達物品を構築、納品できる者であること。 

（７）日本国内において、当法人が行う立会検査に応じられる者であること。 

 

６ 申請書類の提出 

（１）入札に参加を希望する者は、上記５の資格を有することを証明するため、次に従い、

入札参加資格確認申請書及び確認資料等（以下「申請書類」という。）を提出しなければ

ならない。 

なお、申請期限までに申請書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた

者は、この公告の競争入札に参加できない。 

ア 提出期間  令和７年５月２３日（金）から令和７年６月１３日（金）までの土日

祝日を除く毎日。 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの間。 

イ 提出場所  上記３に同じ。 

ウ 提出方法  郵送又は持参とする。 

郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの期限までに必着のこと。

また、封筒に「マルチメディア教室コンピュータシステム賃貸借 入

札参加資格確認申請書在中」と朱書きすること。    

（２）提出書類は、次のとおりとする。 

ア 入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

イ 入札参加資格確認資料（様式第２号） 

ウ 担当者届（様式第３号） 

エ 責任者及び業務従事者の管理及び実施体制等証明書（様式第９号） 

オ 入札物品の提案書（技術仕様書）（別紙提案書作成要領参照） 

技術仕様書は別冊の仕様書に示す技術的要件の項目に応じて入札物品の性能等を 

数値又は具体的な表現で記載すること。また、備考欄にカタログ又は資料での掲載

ページを記載すること。 

正本１部と副本５部の計６部を提出すること。 

カ 入札物品のカタログ又は資料 

（３）入札参加資格の確認及び提案書の仕様書適合審査の結果は、令和７年６月２７日（金）

までにメール又はＦＡＸにより通知する。（期日までに通知がない場合は、契約担当係に
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確認の電話をすること。） 

（４）入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から入札日までの期

間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加

資格の確認を取り消すとともに、書面によりその旨通知する。 

（５）その他 

ア 申請書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

イ 群馬県公立大学法人(群馬県立県民健康科学大学)は、提出された申請書類を入札参

加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 

ウ 申請書類は返却しない。 

エ 提出期限日以降における申請書類の差し替え及び再提出は、契約担当者が必要と認

めた場合を除き、認めない。 

 

７ 入札説明書等に関する質問 

（１）入札説明書等に関する質問は、入札説明書等質問事項（様式第８号）により提出する

ものとする。 

ア 提出期間  令和７年５月２３日（金）から令和７年６月６日（金）までの土日祝

日を除く毎日。 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの間。 

イ 提出場所  上記３に同じ。 

ウ 提出方法  郵送又は持参とする。 

郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの期限までに必着のこと。

また、封筒に「マルチメディア教室コンピュータシステム賃貸借 質

問書在中」と朱書きすること。  

本学が求めた場合は、電子データも提出すること。 

（２）質問に対する回答は、令和７年６月１３日（金）までに、大学ホームページに掲載す

るとともに、入札に参加を希望する者に対しメール又はＦＡＸにより回答する。 

 

８ 入札説明会 

実施しない。 

 

９ 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 

（１）入札参加資格がないと認められた者は、群馬県公立大学法人に対して入札参加資格が

ないと認めた理由について、次に従い、書面（様式第７号）により、説明を求めること

ができる。 

  ア 提出期間  令和７年６月２７日（金）から令和７年７月４日（金）までの土 

日祝日を除く毎日。 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの間。 

イ 提出場所  上記３に同じ。 

（２）説明を求められたときは、令和７年７月１１日（金）までに説明を求めた者に対し書

面により回答する。 

 

１０ 入札書の記載 

（１）入札については、入札書（様式第６号）を用いること。 
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（２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の１００分の１０に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。 

 

１１ 入札及び開札 

（１）開札日時及び場所 

ア 日時  令和７年７月４日（金） 午前１０時３０分 

イ 場所  群馬県立県民健康科学大学南棟１階 第１学習室 

入札方法は、入札書の直接持参又は郵送によるものとし、入札書のほかには添付は

できない。 

郵送による場合は、書留郵便とし、令和７年７月３日（木）午後４時までに上記３

の場所に群馬県立県民健康科学大学事務局長宛て親展で必着のこと。 

郵送に当たっては二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて厳封の上、当該中封筒に

は入札件名及び住所、氏名を記載し、「令和７年７月４日開札 マルチメディア教室

コンピュータシステム賃貸借入札書在中」と朱書きすること。なお、入札は１回目が

不調の場合、２回目まで行われるため、２回目の入札に参加する意志がある場合は、

別封により２回目の入札書を作成し、各封筒に何回目かを明記すること。また、表封

筒には「マルチメディア教室コンピュータシステム賃貸借入札書在中」と朱書きする

こと。 

（２）入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状（様式第４号）を提出するこ

と。 

（３）入札者又はその代理人は、提出した入札書の変更や取り消しをすることができない。 

（４）入札担当者が、競争入札が公正に執行することができない状態であると認めたときは、

当該入札を延期し、又は中止することがある。 

（５）開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、

入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない当法人の職員

を立ち会わせて行う。 

（６）入札執行回数は２回とする（１回目の入札で落札者がない場合は２回目を実施する。）。 

 

１２ 入札保証金 

免除する。 

 

１３ 契約保証金 

免除する。 

 

１４ 入札の無効 

次のいずれかに該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。 

（１）入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札。 

（２）申請書類に虚偽の記載を行った者のした入札。 

（３）同一の入札において、同一の者が２以上の入札書を提出したとき（代理人として提出

する場合を含む。）。 
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（４）入札に際し、不正の行為があったとき。 

（５）入札金額が訂正されている入札書による入札。 

（６）入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明確な入札書による入札。 

（７）記載した文字を容易に消すことができる筆記用具を用いて記載した入札書による入札。 

（８）民法（明治２９年法律第８９号）第９５条に規定する錯誤による入札であると入札執

行者が認めたとき。 

（９）その他入札に関する条件に違反したとき。 

 

１５ 落札者の決定方法 

 規程第５条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって

有効な入札を行った入札者を落札者とする。  

 なお、落札者となるべき同価の入札をした者が２名以上あるときは、当該入札者にく

じを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札者のうち、くじを引かない者があ

るとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くことができないものがあるときは、

これに代えて当該入札事務に関係のない当法人の職員にくじを引かせるものとする。 

 

１６ 契約書の作成 

（１）落札者は、落札通知を受けた日の翌日から起算して５日以内に契約を締結しなければ

ならない。当該期間内に契約締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失う。

ただし、契約担当者が特に必要があると認めたときは、この限りではない。 

（２）契約書は、別添契約書（案）により作成するものとする。 

 

１７ 苦情の申立て 

   この調達手続きに不服がある者は、群馬県政府調達苦情検討委員会に対して苦情申立

てを行うことができる。 

   連絡先 群馬県政府調達苦情検討委員会事務局 

群馬県会計局会計管理課総務・決算係 

電 話 ０２７－２２６－３８１１（ダイヤルイン） 

 

１８ その他 

（１）入札参加者は、仕様書及び契約書（案）を熟読のうえ入札しなければならない。 

（２）契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（３）入札参加資格確認通知書を受理した後、入札完了までに入札を辞退する場合は、令和

７年７月３日（木）午後４時までに入札辞退届（様式第５号）を上記３の場所に提出す

ること。 

（４）この調達のいずれの段階であっても、政府調達に関する協定（平成７年条約第２３号）

のいずれかの規定に違反して調達が行われたと判断する場合には、苦情の事実を知り、

又は合理的に知り得た日後１０日以内に、群馬県政府調達苦情検討委員会に苦情を申し

立てることができる。 

（５）入札説明書等の配付資料は、本入札手続き以外の目的で使用してはならない。 

（６）入札説明書に記載されていない事項については、規程等関係法令の定めによる。 
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（７）その他不明な点については、以下に問い合わせること。 

群馬県立県民健康科学大学事務局学生図書企画係 

電話 ０２７－２３５－１２１１ 

担当 鵜之沢 


